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平成３０年１１月大和市教育委員会定例会 

 

○平成３０年１１月１５日（木曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 教育長職務代理者   青 蔭 文 雄 

 ２番 委      員   石 川 創 一 

 ３番 委      員   小 松 俊 子 

 ４番 委      員   森 園 廣 子 

 ５番 教 育 長   柿 本 隆 夫 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 山 崎 晋 平 こ ど も 部 長 齋 藤 園 子 

文化スポーツ 

部 長 
小 川 幹 郎 教育総務課長 石 川 正 道 

学 校 教 育 課 長 土佐野   睦 保健給食課長 齋 藤 信 行 

指 導 室 長 板 坂 和 明 教育研究所長 竹 中   崇 

青 少 年 

相 談 室 長 
中 村 真由美 

こ ど も ･ 

青 少 年 課 長 
遠 藤 隆 久 

文 化 振 興 課 長 樋 田 久美子 
図 書 ・ 学 び 

交 流 課 長 
前 嶋   清 

 

○書  記 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 係 長 

金 子 純一郎 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 主 査 

藤 田 和 宏 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第１（議案第４４号）大和市特別支援教育センター条例について 

   日程第２（議案第４５号）大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する

条例の一部改正案に関する意見聴取について 

   日程第３（議案第４６号）平成３０年度大和市教育費補正予算案について 

   日程第４（議案第４７号）指定管理者の指定について 

   日程第５（議案第４８号）工事請負契約の締結について 

 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 
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  開会 午前１０時００分 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまから、教育委員会１１月定例会を開会いたします。 

 会議時間は正午までとします。 

 前会の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 

 今会の署名委員は２番石川委員、３番小松委員にお願いいたします。 

 続いて、教育長からの報告をさせていただきます。 

 初めに、前月以降の動きについてご報告いたします。 

 １０月２６日には、市長が語る大和市が開催され、幹部職員としてご

挨拶いたしました。また、同日、光丘中学校文化発表会をのぞかせてい

ただき、２年生と３年生の合唱の一部を聞かせていただきました。どの

クラスもすばらしいハーモニーで、子どもたちが真剣に取り組む姿勢を

見ていて、すがすがしく感じました。 

 ２７日には、大和市青少年健全育成大会が開催されました。青少年健

全育成活動推進者への善行ほう賞や青少年健全育成作文の表彰に続きま

して、作文の朗読、こども体験事業の発表が行われました。今年の健全

育成大会も、登場する子どもたちのすばらしさが際立っていました。発

表する子どもたちはもちろんのこと、司会進行役を務めてくれた引地台

中学校生徒会の皆さんもとても頼もしく感じました。これからも大和市

の全ての子どもたちの成長を皆さんとともに見守っていきたいと思いま

す。教育委員の皆様もご参加ありがとうございました。同日、小学校の

運動会が３校で予定されておりましたが、雨天のため、渋谷中学校と桜

丘小学校は２８日、林間小学校は２９日にとり行いました。今年は夏休

み前から熱中症が心配され、２学期に入ると雨が多く、各学校は本当に

苦慮されました。そうした中、６校は熱中症への安全配慮から、日程を

変更して開催しました。地域の行事との兼ね合いもあり、変更ができな

かった学校もあったと聞いておりますが、小中学校ともに安全への配慮

を第一として取り組んだことには感謝したいと思います。熱中症に関し

ましては、来年度以降も重大な課題となることが予測できますので、こ

れからも開催時期などを検討し、保護者や地域の方にご理解いただきな

がら、開催の判断をしていただきたいと思っております。３校の運動会

につきましては、秋風のさわやかな中、子どもたちは一生懸命演技し、

競技に取り組んでおりました。月曜日の開催となった林間小学校も、多

くの保護者の方にご覧いただき、盛り上がった運動会になりました。 

 ２８日には、環境ポスターコンクール、下水道ポスター展の表彰が行

われました。今年もすばらしい作品が多くございました。ポスター作成
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を通して、子どもたちが環境のことを考えてくれるきっかけになればう

れしいことだと思います。 

 ３０日には、神奈川県都市教育長協議会臨時総会が秦野市で開かれ、

出席させていただきました。関東、全国の都市教育長会の動向と、役員

人事が主な議題でした。 

 ３１日には、県公立中学校教育研究会美術科部会研究大会がシリウス

を会場に行われ、開会式でご挨拶させていただきました。 

 １１月２日には、大和東小学校ふれあい教育研究発表会に参加させて

いただきました。教科化された道徳を取り上げ、自ら考え、子どもたち

が主体的に取り組む授業実現を目指しての研究でした。徳目を教え込む

のではなく、子供たちが考え、そして自らの力で気づく道徳を、大和東

小学校だけでなく、全ての学校で目指してほしいと思っております。 

 ３日には、大和市ＰＴＡ連絡協議会のバレーボール大会の開会式に出

席させていただきました。４０年を迎えるこの大会は、今年度全国のＰ

ＴＡ組織からも表彰を受けるなど、他のＰＴＡにはない活動です。保護

者同士が、そして保護者と学校が手を結ぶことは、子どもの成長にとっ

て不可欠のことです。これからもＰＴＡの活躍に多いに期待したいと思

います。同日には、大和市文化祭・文化芸術顕彰表彰式が行われまし

た。作品の芸術性や、文化、芸術への活動が評価されて表彰された皆さ

んですが、残念ながら表彰されなかった皆様も含め、芸術を愛する多く

の皆様によって、大和の文化、芸術が支えられていることを改めて実感

いたしました。芸術は人と人をつなげます。大和が、芸術の香り高い街

になりますよう、願っております。 

 ふれあい広場につきまして、３日には鶴間地区、４日には上福田地

区、文ヶ岡小学校区、渋谷西地区、１１日には大和地区をのぞかせてい

ただきました。どこの地区も子どもたちの笑顔であふれ、こうした地域

の触れ合いを心から楽しんでいることがよくわかりました。各地区でご

協力いただいております関係団体の皆様に、改めてお礼申し上げます。

ありがとうございます。 

 ４日には、文化創造拠点シリウスにて開催されました維新・明治  

１５０年シンポジウム「時代の変革 それを支えた人々」を聞かせてい

ただきました。西郷隆盛、坂本龍馬、勝海舟など、明治維新の偉人の末

裔の方々が時を超えて、その時代を語る内容には、生の歴史に触れたよ

うで引き込まれました。また、東京大学の本郷和人先生の巧みなお話に

も引き込まれ、思わずうなづいていました。参加された皆様が多くの刺

激を受けることができた催し物だったと思います。 
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 ５日、６日には、学校訪問として、小学校３校、中学校４校、南部学

校給食共同調理場を訪問させていただきました。さまざまな課題の中で

も、いじめ、不登校への取り組み、学力向上の取り組み、教職員の働き

方改革を重点的な項目として、各学校の実践や、現状などを聞かせてい

ただきました。学校からの意見や要望なども聞くことができました。こ

れからも教育委員会と学校が、共通の課題を整理しながら進んでいける

よう、学校訪問の機会を生かしてまいりたいと考えております。 

 ７日には、大和市小中学校教育研究会講演会が開催され、参加させて

いただきました。今年は「読書の魅力を伝えるために」というテーマ

で、飯田女子短期大学の松永幸代先生にお話しいただきました。小学校

教員時代の豊富な経験を基に、具体的な指導の方法を教えていただき、

明日からの教室で役立つ内容でした。 

 ９日には、県中学校文化連盟大和支部総合文化祭の開会式に出席させ

ていただきました。開会式の後、各学校の代表クラスによる合唱発表が

あり、会場の生徒たちは晴れやかでなおかつ緊張した面持ちだったのが

印象的でした。 

 １１日には、神奈川県少年少女空手道選手権大会がスポーツセンター

の体育館で行われ、開会式に出席させていただきました。 

 １２日には、今年度の第２回となる総合教育会議が開催されました。

議題といたしましては、教育大綱関連事業の平成２９年度の成果と取り

組みの方向性についてが挙げられました。また、最後に市長よりご発言

があり、今後の教育は知識中心ではなく、創造性を重視した教育に変わ

っていかなければならないということ。そして、そこには３つの特徴と

して、読書とＩＴと英語があることなどをお話しされました。教育委員

の皆様もありがとうございました。また、同日には、神奈川県市町村教

育長会連合会の幹事会と総会が開催され、出席いたしました。 

 １４日には、引地台中学校が大和市研究課題研究推進校として研究発

表を行いました。主体的に活動し、力を高め合う生徒の育成をテーマと

して、３年間の研究に取り組んだ成果を発表してくれました。学習指導

要領が大きく変わろうとしており、それに伴って、学びそのものも大き

く変わります。こうしたときにあって、教員には、自分自身の授業力を

高める努力を不断に続けていってほしいと思っています。こうした学校

を挙げての研究が、きっかけになることを期待しております。 

 次に、次月定例会までの予定についてですが、説明は省略させていた

だきますので、資料をご覧ください。 

 最後に、１２月市議会第４回定例会の日程をお伝えいたします。本会
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議初日は１１月２６日、一般質問は１２月１３日、１４日、１７日、最

終日は１２月２０日に予定されております。また、文教市民経済常任委

員会は１１月２９日、厚生常任委員会は１１月３０日に予定されており

ます。 

 以上で、私からの報告を終わらせていただきます。 

 ただいまの報告に関しまして、質疑、ご意見等がございましたらお願

いいたします。 

○小 松 

 委 員   

  １１月は研究発表会や総合会議など、いろいろなものに参加させてい

ただきました。 

大和東小学校のふれあい教育研究発表会では、道徳の教科化というこ

とで、実際に授業を見せていただいたり、講演を聞かせていただいたり

しました。心はどこにあるのかという投げかけをいただいたときに、頭

なのか、ハートなのか、それとも他者との間なのかというような話を聞

き、私もどこなのか考えました。人とのかかわりの中からというお話を

いただきました。どのように授業を進めていくかということは、非常に

難しいところだと思いながらも、今まで学校で自分が経験してきた道徳

というものと、教科化されたこれからの道徳というのは、随分大きな違

いがあるようにも思えますが、根本は違ってはいないと思います。教科

化されたことによって、自分では想像していなかった内容の話がたくさ

ん出てきたことに驚きましましたし、自分自身の中での整理ができずに

いたような気がしました。その後のお話の中で、授業の進め方の基本は

ここだよねとおっしゃっていて、道徳の授業がきっちりとできる教員と

いうのは、ほかの授業もできるというような話が印象的でした。 

また、学校訪問をさせていただいていた中で、各学校で教員がいろい

ろと苦労をしながら学校を運営してくださっているということを感じま

した。その中で、校長がリーダーシップを発揮している学校があった

り、なかなかそれが見えてこないような学校があったりしました。校長

の思いだけではなくて、いろいろな教員の話も聞きながらということは

もちろんあるとは思うのですけれども、校長が方向性をしっかりと示し

ていかないと、教員もどっちを向いたらよいかわからない、どのように

進んだらよいかわからないということがあると思います。学校を回って

いる中で、そのような学校が少なからず見え隠れしたところもありまし

た。力を持っていらっしゃる方なのに、リーダーシップをなかなか発揮

できていないというように見受けられるところもありましたので、校長

にはしっかりとリーダーシップを発揮していっていただきたいというよ

うに思いました。働き方改革についても、今回は各学校で、資料を見せ
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ていただいたり、このような取り組みをしていますと聞いたりした内容

の中には、今さらこんなことやっているのかというような内容もありま

した。机上をきれいにするとか、個別の資料をどこに保管するとか、そ

ういった内容が資料に書かれていたので、愕然としてしまったところも

あるのですが、日常の中で、見たらぽんと置いてしまうことなどを、少

し気をつけるということからも改善されていくと思うので、ぜひ見直し

ていっていただきたいと思います。教員はとても大変だと思います。就

労時間が長くなっている、負担がかかっている、そういったことはわか

るのですが、そこを改善していくことによって、教員の心や時間に余裕

が出てくれば、自然と子どもたちに目が向いていくと思います。どうし

ても忙しいと片手間になってしまうことがありますので、そういう意味

では、働き方改革の先にあるものをしっかりと考えながら、改善できる

ところは改善していっていただきたいと思います。そして学校全体とし

てよい方向に向かっていっていただきたいと感じました。 

 以上でございます。 

○石 川 

 委 員 

  研究発表会が２校でありました。教員が研究をするということは、学

校が変わることだというように思いました。要するに、教員が一丸とな

って意欲を持って取り組んでいけば、子どもたちが変わるというように

思いました。研究の成果などについては、少し首をひねるところもあり

ましたが、なによりも子どもたちが変わっているというような印象を受

けて、研究をすること自体が大事という思いがしました。日頃、朝の旗

振りで見かけるやんちゃな子どもたちが、授業ではこんなに真面目にや

っているんだと思うような姿が見れましたし、そういう意味でもとても

楽しかったです。 

 また、学校訪問では、働き方改革にしても、学力向上対策にしても、

学校全体でどう取り組むかということを、きちんと話していかないとい

けないだろうと思いました。中途半端にやるのでしたら、かえって雑用

が増えてしまうようかと思いました。今朝、新聞に、教員の働き方改革

について、基本的にはもっと人を増やしていくなど、教員の仕事を物理

的に減らしていかないと仕事は減らないというような内容がありまし

た。大和市でも働き方改革については、各学校できちんと話をすること

が大事なことかと思いました。 

 以上です。 

○森 園 

 委 員 

  秋になりまして、いろいろなことで子どもたちや一般の方たちが表彰

されております。私も伺わせていただきましたけれども、選ばれた優秀

な子だけではなく、みんなに見せたいという意図をもった表彰式もあっ
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てもよいかなということを思いました。 

 学校訪問がございましたけれども、教育委員のすべき本質は学校訪問

だということを痛感いたしました。いじめ、不登校、学力向上、働き方

改革ということはありますけれども、一番気にしなくてはいけないこと

は、いじめと不登校だと思います。不登校に関しては、さまざまな見解

がありますが、私としては、学校に行かない子どもをいかに行かせる

か、いかに来てもらうかということを思っています。教育委員会の見解

としては、不登校の子どもが無理にはというような考え方もあるかもし

れないのですけれども、そうすると大げさに言えば不登校問題自体が無

くなってしまうとも思えますので、基本的には学校に行かせるというこ

とが、私は考え方の基本だと思います。一部の見解を全体の見解としな

いような取り組みが必要ではないかと今回の学校訪問で感じました。ま

た、学校の要望ということをしっかりと聞いていくということが、この

学校訪問の本筋であると思います。 

 これからの創造力ということに関して、読書、ＩＴ、英語力とありま

すけれども、創造力を高めることについて、一番は読書だろうと思って

おりますので、今後取り組みをさらに進めていけば、とてもすばらしい

大和の子どもたちに返ってくるものかと考えております。 

 以上でございます。 

○青 蔭 

 委 員 

  南部学校給食共同調理場を訪問させていただきまして、かつて「食

育」ということを大和市はかなり声高に言ってまいりました。 

 市町村名は見なかったのですが、先日、テレビで７時半頃に給食を食

べているということが放送されていました。朝食を召し上がることがで

きずに学校へ朝早く来た子どもたちに、簡単なものではありますけれど

も料理を出しているということを見ました。大和でもいろいろと工夫を

していただいていますが、さまざまな事情があって、朝食を召し上がら

ずに学校へ来る子どもが大和でも多いと伺いましたので、こういう発想

も考えていかなければいけないかなということを考えました。子どもた

ちが嬉々として召し上がっている姿を見て、夕食を召し上がった後、朝

食を食べてこないとお昼まで何も主食たるものがお腹に入ってきませ

ん。頭の回転やいら立ちなどにも影響いたしますので、学力ということ

も大事ですが、朝にご飯を食べていただいて、活力のある脳で授業を受

けていただきたいなと思いました。市町村名がわかればと思うのです

が、申し訳ありません。 

○柿 本 

 教育長 

  広島のほうかと思います。 
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○青 蔭 

 委 員 

  そうでしたか。そういったことも１つの方法かという感じがいたしま

した。 

訪問しました調理場につきましては、栄養士の方が真摯にご説明いた

だいている姿と、潤沢とは言えない費用の中で、子どもたちのために日

夜努力しておられる姿、それから、たびたび言っておりましたことです

が、各学校からメッセージカードで、調理場の方たちに直接声を届けて

いるということを見まして、作っている方が、その作った先で召し上が

っている子どもの姿がよくわかるということに、児童生徒と調理場の一

体化が見られまして、うれしく思いました。 

 以上であります。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

ほかにないようでしたら、ただいまの報告に対する質疑を終了させてい

ただきます。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１（議案第４４号）「大和市特別支援教育センター条例につい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。板坂指導室長。 

○板 坂 

 指導室長 

  よろしくお願いいたします。 

 大和市特別支援教育センター条例について、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出について、ご審

議をお願いするというものでございます。 

 条例の内容についてご説明いたします。 

２ページ、大和市特別支援教育センター条例（案）でございます。 

第１条の設置につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、教育にお

ける支援を必要とする児童及び生徒等に対して、相談、支援等を行うた

め、本市に特別支援教育センターを設置する。 

第２条の名称及び位置につきましては、、特別支援教育センターの名

称及び位置は、次のとおりとする。（１）名称 大和市特別支援教育セ

ンター。（２）位置 大和市林間二丁目６番１８号。 

第３条の委任につきましては、この条例の施行について必要な事項

は、教育委員会規則で定める。 
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附則、この条例は平成３１年４月１日から施行するというものでござ

います。 

 ３ページ、大和市特別支援教育センターの概要についてでございま

す。役割につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

３０条に基づく教育機関として設置をいたします。 

コンセプトといたしましては、特別支援教育に関する専門性の高い機

能を持ち、学校との「つながり」を大切にした拠点とします。児童・生

徒や保護者への切れ目のない継続した支援の推進を行えるものといたし

ます。 

 機能といたしまして、４つの機能を考えております。１点目は、情緒

や行動面、学習の仕方等に関する通級指導教室でございます。通常の学

級に在籍している児童生徒のうち、情緒面や行動面、学習の仕方などに

課題が見られる児童生徒に、より豊かな人間関係を築けたり、安心して

生活を送れたりすることができるよう、一人ひとりの特性に応じた支援

や指導を行います。 

 ２点目は、特別支援学級に在籍する不登校や登校しぶりの児童生徒へ

の通所場所でございます。特別支援学級に在籍する不登校や登校しぶり

の児童生徒への通所場所として、児童生徒一人ひとりの障がいの状態や

教育的ニーズ、不登校の状態等に合わせて、支援や援助を行います。 

 ３点目は、特別支援教育に特化した相談センターでございます。児童

生徒一人ひとりの特性や発達状況に合った学びの場や支援方法につい

て、保護者や教職員と連携し、相談を行います。 

 ４点目は、教職員に対する研修施設でございます。発達障害の特性理

解や支援の在り方や授業力向上のための研修会等を実施することで、教

職員の専門性の向上を図ってまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○石 川 

 委 員 

  説明のありました概要については、条例とは関係ないものとなります

でしょうか。 

○板 坂 

 指導室長 

  はい。条例とは関係ございません。条例は資料２ページだけとなりま

す。 

○石 川 

 委 員 

  教育における支援を必要とする児童及び生徒に対してとありますが、

範囲というようなものはあるのでしょうか。また、範囲があるようでし

たら、そういった内容の規定はどのようになっていますか。 
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○板 坂 

 指導室長 

  基本的には全ての児童生徒が対象ということになります。その中で、

子ども自身が困り感を持っているなど、通常の学級に在籍していながら

困り感を持っていたり、保護者が今後の成長に対して心配に思っていた

りといったお子さんが主な対象になろうかと思います。 

○石 川 

 委 員 

  資料の概要に、通常の学級に通っているお子さんについても、支援を

必要とするお子さんについても、対象であるというように書いてあるの

ですが、例えば、通常学級に在籍していて不登校というお子さんに対し

てはどうなりますか。青少年相談室にて支援することになるのでしょう

か。 

○板 坂 

 指導室長 

  青少年相談室に、まほろば教室といったところもございます。特別支

援教育センターで相談をしていく中で、その子どもにとって、センター

に通所することが合っているのか、まほろば教室へ行くことが合ってい

るのかということが出てくるケースもございますし、逆に青少年相談室

での相談業務にて、まほろば教室のほうがよいのか、センターのほうが

よいのかということも出てくると思います。 

○石 川 

 委 員 

  そうすると、連携をとりながら支援していくというように解釈してよ

ろしいですか。 

○板 坂 

 指導室長 

  そのとおりでございます。 

○小 松 

 委 員   

  条例（案）に関しては、これでよろしいのではないかと思います。 

今回は条例についてという案件なのですけれども、概要についても説

明がありましたので、少し概要にも触れさせていただきたいと思いま

す。さきほど話が出ましたけれども、不登校の児童生徒が通う教室とし

て、まほろば教室が今も存在しています。そこに通っている自動生徒た

ちもいます。要するに、そこでは担うことが難しい、情緒面や行動面、

学習面といったことに専門的な支援を必要としているお子さんたちに関

しては、こちらのセンターを利用するというような考え方でよろしいで

すか。 

○板 坂 

 指導室長 

  そのとおりで結構です。 

○小 松 

 委 員  

  このセンターはあくまでも一時的な場所だというように、教員の方た

ちにも認識していていただきたいと思います。例えば、まほろば教室に

通っているお子さんもそうですけれども、学校に行くのが苦痛なお子さ

んもいるのです。学校に行くのが苦痛というようなことで、まほろば教

室のほうへ来ています。このセンターが開設されて、支援がスタートし

たときには、そういうお子さんも中にはいると思うのです。さきほど森
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園委員もおっしゃっていましたけれども、学校に戻ることをやめてしま

ってよいのかというとそうではなくて、支援が必要なお子さんだからこ

そ、地域の学校へ行き、その中で学ぶことが大事ということがありま

す。お子さんが抱える障がいは、さまざまあります。学習障害のお子さ

んもいらっしゃれば、人との関わりが難しい、注意力が欠陥してしまっ

ているお子さんもいらっしゃいます。そういうお子さんたちが、孤立し

ないようこのセンターの中だけで十分に補えるかというと難しく、人の

関わりの中で学んでいくということもたくさんあると思います。専門性

の高い機能を必要としているお子さんは、センターに行って、しっかり

とそこで学びながら、そのノウハウを学校に持ち帰ってほしいのです。

例えば、学習障害の中には、文字を変えただけでも読みやすくなるお子

さんもいます。しかしながら、そのお子さんに対して、どういう文字で

書いてあげれば読みやすくなるのかということを学校現場に求めるとい

うことは難しいと思うのです。学校訪問をしていて、通常級に通ってい

るお子さんの中でも、支援を必要としている児童生徒が増えてきている

という話を耳にすることが多くなってきました。そういう中で、一人ひ

とりの違ったニーズに教員が全て応えられるかというと難しく、そこま

では要求できないと思います。そういうお子さんに対しては、このセン

ターで、どういう支援をしてあげたらよいということを見極め、ある程

度の見通しが立ったところで、そのやり方ごと学校へ持っていって、実

践していただきたいと思いますし、そういう場であってほしいと思って

います。このセンターができたから、何でもかんでもセンターでお願い

しようということではなくて、専門性の高い機能というところを大事に

していただきたいと思います。お子さんにとって学校に行くのが苦痛と

なってしまった場合は別ですけれども、その子に合った方法が見つかっ

たならば、その方法ごと学校に持ち帰って、うまくいかないようでした

ら、またセンターに戻って方法を考えていくということをしていただけ

ればと思います。そのように学校に戻すことを大前提として進めていっ

ていただきたいと思います。 

 特別支援学校と地域の学校の大きな違いというのは、人との関わりだ

と思います。特別支援学校というのは、どうしても友達同士の関わりが

難しいところがあると思います。人との関わりとなると、教員との関わ

りになってしまうのです。しかしながら、地域の学校というのは、同世

代のお子さんたちが一緒に関わることのできる場所になりますので、そ

の場は大事にしていっていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○柿 本 

 教育長 

  とても大事な部分を指摘していただき、ありがとうございました。そ

のとおりだというように思っております。実はこれだけは絶対入れてお

こうということで、コンセプトの１つ目に、学校とのつながりというこ

とを入れております。センターでお引き受けするのではなくて、ともに

ということです。子どもたちが行くべき場所の基本は学校であると考え

ております。不登校のお子さんに対しても、さまざまな手だての中で、

最も望まれることは、社会、自分たちの地域、その中で生活できること

だと思っております。大事な指摘をありがとうございました。 

○森 園 

 委 員 

  小松委員がおっしゃったとおりだと思います。基本的に、資料にある

コンセプトについては、そういったことを踏まえた上でのコンセプトだ

と私は理解しております。さまざまな背景のお子さんが来て、また学校

に戻れるような施設と理解しておりますので、そのためにこのコンセプ

トが掲げらているものと思います。 

 ４つの機能については、これは基本となるものとしてよろしいかと思

います。その後、いろいろな課題等が出てくると思いますので、そのた

びに検討しながら、よりよく施設運営ができるように見守るというのが

役目かと思っております。 

 特に、通常の学級のお子さんの中にも、心のケアをしなくてはいけな

いお子さんがいるということについて、そういったことのケアが一番必

要なことと思います。そういったお子さんへの支援を機能の１つ目に掲

げていると理解しておりますので、その辺も重点的に行っていただけれ

ばよろしいかと思っております。 

 以上でございます。 

○青 蔭 

 委 員 

  役割や機能についてご説明いただきましたが、私は具体的にどういう

方が何人配置されるのかが知りたい部分となります。児童生徒一人ひと

りの特性をつかんで、どのように支援をすればよいか、どのように方向

性を見出していくかということについて、一人ひとりとなりますと、い

ったい何人の方が配置されるものなのでしょうか。４つの機能があると

いうことで、センターに藁をもつかむ思いで保護者の方が来た時に、人

がいない、あるいは少し待たされたということがあってはいけないと思

います。子どもにとっては、後でということではなく、今という時間が

とても大事なことです。今なのです。子どもに質問をされたときに、後

でということはないのです。概要は資料を見てわかりました。配置され

る方がどんな有識者で、どれほどの見識を持って、過去どういうことを

してきたかなど、早く教えていただきたいと思います。また、何人配置

されるのか。センターのトップは誰が担って、センターで対応できない
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ケースについては、どうつなげていくのか。ここが本丸になるのですか

ら、通ってくる保護者の方が、お子さんに対するセンターの支援につい

て、何だというように思われたら、つくった意味がなくなるのです。費

用がかかることは承知の上で申すのですが、ただ、理想的な言葉を並べ

て待っていますといっても、訪ねてきた方のお気持ちに対して応えられ

ないことには、多くの言葉を並べたところで、役には立ちません。支援

が必要なお子さん、保護者の方の思いに対して、えっという思いだけは

させないでください。建物をつくればよいというものではありませんの

で、そういったことを熟慮いただいて、これを最大限生かしていただき

たいと思います。一人ひとりとしたのであれば、１人だけ救えばいいと

いうことではありませんので、言葉だけが先行して、実態がついてこな

いということがないようにしていただきたいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終了させていただきます。 

 これより、議案第４４号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第４４号は可決いたしました。 

 続きまして、日程第２（議案第４５号）「大和市教育に関する事務の

職務権限の特例に関する条例の一部改正案に関する意見聴取について」

を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  よろしくお願いします。 

 大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正案

に関する条例案の意見聴取について。地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２３条及び２９条の規定により、ご審議願いたくご提案する

ものでございます。 

 ４ページ、９月定例会で諮問をご審議いただいた、文化財保護に関す

る事務を教育委員会から市長部局に移管することに関わる条例の一部改

正につきまして、市長から教育委員会への意見聴取に関する８月２０付

の協議文書でございます。 

 ３ページ、教育委員会から大和市文化財保護審議会へ諮問したことに

対して、１０月４日付で同審議会から教育委員会へ、条例の一部改正に

ついて、適当と認めますとの旨の答申でございます。 

 １ページ、市長から教育委員会への意見聴取に対する回答案でござい

ます。読み上げさせていただきます。大和市教育に関する事務の職務権
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限の特例に関する条例の一部改正案に関する意見聴取について（回

答）。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づ

き意見聴取された上記の件について、条例の一部改正に同意します。な

お、権限の移管にあたっては、文化財保護の本旨に則り、適正な事務執

行の継続と更なる保護の拡充に努められるよう要望します。 

 教育委員会の市長に対する意見案は以上でございます。 

２ページ、こちらは、市議会議長宛てに提出する案として作成してお

ります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条では、議会

は当該条例の議決をする前に教育委員会の意見を聞かなければならない

旨が定められております。現在のところ、議会からは意見を聞かれてお

りませんが、制度上、必ず聞かれるものでございますので、あらかじめ

市長への意見とあわせて、定例会でご審議いただきたいと思います。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○石 川 

 委 員 

  これは過日、市長への回答について話し合いをしておりますので、こ

のまま承認するという形をとってよいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、質疑を終結させていただきます。 

これより、議案第４５号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第４５号は可決いたしました。 

 続きまして、日程第３（議案第４６号）「平成３０年度大和市教育費

補正予算案について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  よろしくお願いいたします。 

 平成３０年度大和市教育費補正予算案について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出に関し、ご

審議願いたくご提案するものでございます。 

 補正予算（案）につきましては、歳出の増額補正をするものでござい

ます。事業名につきましては、児童生徒安全対策事業でございます。内

容としては、児童の安全対策として、通学時等に携帯できる防犯ブザー

を平成３１年４月に児童へ配布するため、その購入にかかる経費を増額

するものでございます。なお、市立小学校の新１年生から４年生全員に

お配りするもので、防犯ブザーの購入数は、８，０００個を予定してお
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ります。補正額としましては、７６０万４，０００円の増額となるもの

でございます。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  大きな事案もありましたので、これを子どもたちに渡せれば、少しで

も安心安全を図れるということで、とてもうれしく思っています。 

ご説明の中にありましたが、購入数や、何年生を対象としているかな

どは資料に記載されておりませんので、差し支えなければ明記なさって

いただくとうれしく思います。 

 以上です。 

○森 園 

 委 員 

  本当によかったと思っております。 

防犯ブザーの性能もよくなっているのでしょうけれども、５年位前に

新１年生に配られた際に、いったん鳴ったら鳴り続けてしまい、地域の

人が思わず飛び出てきて、音の消し方がわからず、大騒ぎになってしま

ったことがございました。その辺の検討もお願いしたいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  その点について、補足はありますか。 

 板坂指導室長。 

○板 坂 

 指導室長 

  現在購入を予定しているものにつきましては、引っ張ると音が出るも

のですが、全部は抜けないようになっており、戻せば音が止まるという

ような仕様のものを検討しております。 

○森 園 

 委 員 

  ありがとうございます。 

○小 松 

 委 員 

  安全のための防犯ブザーに関しましては、以前は地域の団体から配布

されていたこともあったのですけれども、地域によってあったりなかっ

たりしました。今ではその配布もなくなってしまっているというお話も

聞きましたので、購入して配布していくことは、非常によいことだと思

います。 

 使い方の練習も学校でやっていただきたいと思います。森園委員もお

っしゃっていましたが、学校でもたまに鳴ってしまい、周り子どもも一

緒になって慌てて止めようとしていることがあります。鳴らす練習や止

める練習も必要なことだと思いますので、使い方の練習を学校でやって

いただけたらと思います。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  補足はありますか。 

板坂指導室長。 
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○板 坂 

 指導室長 

  そういったことも検討しています。また、新１年生に関しては、警察

の方にも来ていただいて安全指導等をしているのですが、それに合わせ

て行っていただくように考え方おります。 

○小 松 

 委 員 

  よろしくお願いします。 

○石 川 

 委 員 

 何か危機が起きたときには「大きな声を上げなさい」というように言

われるけど、実際に「大きな声」というのはなかなか上げられないもの

です。それで防犯ブザーをということですが、これも実際に起きたとき

には本当に鳴らせるのかどうかと思いますので、危機管理という点から

も訓練を何回かやっておくことが大事かと思います。せっかく持ってい

ても、必要なときに鳴らせなかったら意味がありませんので、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかによろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第４６号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第４６号は可決いたしました。 

 続いて、日程第４（議案第４７号）「指定管理者の指定について」を

議題といたします。 

 細部説明を求めます。前嶋図書・学び交流課長。 

○前 嶋 

 図書・学び 

 交流課長 

  よろしくお願いします。 

 指定管理者の指定にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定に基づく意見の申し出について、ご審議をお願いした

く提案をするものでございます。 

 １ページ、本日、教育委員会定例会でご審議いただいた後、教育長か

ら大和市長に対して、指定管理者の指定について、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定に基づき、別添のとおり市議会に指定管理者の指定

の議案を提出していただくよう、申し出るものでございます。 

 ２ページ、提出いただく議案となります。指定管理者の指定につい

て。大和市生涯学習センター条例別表第１に規定する大和市つきみ野学

習センター、桜丘学習センター及び渋谷学習センター並びに大和市立図

書館条例別表１に規定する大和市立渋谷図書館の指定管理者を次のとお

り指定をしたいので議決を求めますというものでございます。 

施設の名称といたしましては、先ほど申し上げました４つの施設とな
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ります。 

 指定管理者の名称といたしましては、現在シリウスや市民活動拠点ポ

ラリス、中央林間図書館の指定管理をしております、やまとみらいでご

ざいます。 

 指定管理期間といたしましては、平成３１年４月１日から平成３３年

３月３１日までの２カ年とさせていただきたいと思います。平成ではな

くなりますが、現在の記載としては平成３３年とさせていただいており

ます。 

提案理由につきましては、大和市つきみ野学習センター、大和市桜丘

学習センター、大和市渋谷学習センター及び大和市立渋谷図書館の指定

管理者を指定したい必要によるものでございます。 

 ３ページ、４ページは、各地区学習センター及び大和市立渋谷図書館

の指定管理者選定の概要でございます。 

 各地区の学習センターのつきみ野、桜丘、渋谷並びに渋谷図書館の管

理運営につきましては、本館機能を持つシリウスの大和市生涯学習セン

ター及び大和市立図書館との一体的な管理運営が必要であることから、

平成３１年４月１日からは、指定管理者による管理運営とすることとい

たしまして、大和市文化創造拠点等運営審議会（以下「審議会」とい

う）によって、指定管理者候補者が選定がされました。教育委員会で

は、審議会が提出した選定審査報告書の内容を受け候補者を決定いたし

まして、１２月市議会に指定管理者の指定について議案を上程するよ

う、市長に申し出をしたいというものでございます。 

 １指定管理候補者につきましては、団体名は、やまとみらいでござい

ます。代表団体名は株式会社図書館流通センター、代表者、所在地は記

載のとおりでございます。やまとみらいにつきましては、図書館流通セ

ンター、サントリーパブリシティサービス、小学館集英社プロダクショ

ン、ボーネルンド、明日香、横浜ビルシステムによる６社の共同事業体

でございます。こちらにつきまして、現在、文化創造拠点シリウス、市

民活動拠点ポラリス、中央林間図書館においても指定管理者となってご

ざいます。 

 ２対象施設につきましては、現在、市の直営となっておりますつきみ

野学習センター、桜丘学習センター、渋谷学習センター、また、この４

月から図書館となりました大和市立渋谷図書館の４施設でございます。 

 ３指定管理期間につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平成

３１年４月１日からの２年間でございます。 

 ４指定管理提案額につきましては、４館合計で、平成３１年度は２億
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９８０万円、平成３２年度は消費税の増税分が１年分かかりますので、

２億１，１６０万円となっており、合計で４億２，１４０万円でござい

まして、本市が募集にあたりまして設定をいたしました上限額以下の金

額で提案がなされているところでございます。 

 ５指定管理者の選定方法といたしましては、今回につきましては、公

募という形ではなく、中央館となりますシリウスを担っておりますやま

とみらいにおいて、一体的管理をすることが望ましいというものでござ

います。これまでの市民活動拠点ポラリス及び中央林間図書館について

もご審議をいただいたとおり、一体型運営という形の中で、公募せず

に、やまとみらいに対して募集を行いまして、ご提案をいただいたもの

でございます。文化創造拠点運営審議会にて書類審査、面接審査等を行

いまして、プレゼンテーションを受けた上で審査をさせていただきまし

た。その中で、審査基準に合致いたしまして、基準以上の点数をいただ

いたことから、やまとみらいを指定管理者とするものでございます。 

 ６選定委員につきましては、文化創造拠点等運営審議会のメンバーで

ございますが、会長の美山良夫様をはじめ、記載の委員になってござい

ます。 

 ７指定までのスケジュールでございますが、１０月２４日から３１日

までの間に指定管理者として、やまとみらいに対して募集を行いまし

た。その後、プレゼンテーションを開催しまして、本日の教育委員会定

例会に付議させていただいております。本日ご審議いただいた後、１２

月議会に、指定の議決をお願いをし、指定管理者が決定しますと、その

後の協議以降、平成３１年４月１日から４館の指定管理業務が開始され

るものとなってございます。 

 説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○森 園 

 委 員 

  指定管理者候補者としては、一体的な管理運営が望ましいという理由

で、公募はしないで、やまとみらいが候補者として挙がっているという

ご説明をいただきました。一体的な管理運営が望ましいということは、

確かにそう思いますし理解できますけれども、公募しないでプレゼンテ

ーションを行い、基準に達していたという部分は、理解しにくい内容と

なります。選定委員が基準以上によかったとした部分を聞かせていただ

きたいと思います。 

○前 嶋 

 図書・学び 

  今回対象の４館だけではなく、シリウス、中央林間図書館、市民活動

拠点ポラリスの３館をプラスし、全部で７館となりますが、図書・学び
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 交流課長 交流課が所管している全ての社会教育施設を一体的にやまとみらいが管

理していくという形になります。全ての指定管理期間をシリウスの指定

管理期間までとさせていただいているところでございまして、次の期間

となる段階で、シリウスをはじめ、生涯学習センターなどを含め、一体

的に公募をさせていただく予定でございます。次の期間となるまでにつ

いても、一体的管理が望ましいという中で、図書館長が、各地区の館長

までも指定管理の中で統括ができる。また、生涯学習センター館長が各

地区の学習センターの館長も統括することができるという形で、やまと

みらいが望ましいというところでありました。そのため、次の期間まで

の間につきましては、公募せずにやまとみらいを指定したいというとこ

ろでございます。そのような中で、審査につきましては、公募であって

も同様かと思いますけれども、審査基準を設けて、事業計画書の内容

や、企画提案が適切かどうか５段階の評価基準を定めさせていただき、

そこに配点をしまして、最低基準として６割以上とらなければ不合格と

させていただきました。かなり高い点数をつけられた審査員もいらっし

ゃいますが、各審査員、６割以上の点数をつけられ、企画提案として十

分満足できるものだろうというご判断をいただいた上で、今回ご提出を

させていただきました。 

 また、地区の学習センターは、地域に密着しているところで、図書館

も同様でございます。そういった部分については、従前から十分に指定

管理候補者にもお話をさせていただいて、こちらが求めているものとし

て、既存の行事なども引き継ぐことなど、募集要項にも載せさせていた

だいております。また、現在、地区の学習センターは月曜日休館でござ

いますが、月曜日も開館させていただくこととしている中で、直営で同

様に開館しますと人件費も相当かかるところでございますが、安い人件

費でできるということもあり、総合的な中で評価をさせていただきまし

た。 

 以上です。 

○森 園 

 委 員 

  ご説明いただいた内容は理解できますが、全てを指定管理にするとい

うことは、費用の問題なのでしょうか。私は市の直営という施設が１館

はあって、市民とのやりとりの部分で市が間に入るということは、利用

する側にとって必要なことかと感じます。今さらということかもしれま

せんが、全てを指定管理による運営にするのは、いかがなものだろうと

思っておりますので、その辺のことをお聞きしたいと思います。 

○前 嶋 

 図書・学び 

  指定管理になると人件費が安くなるのではないかという話もよくされ

ますけど、シリウスも見て思うこととしましては、指定管理の最大のメ
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 交流課長 リットは、金額というよりも、民間企業のノウハウだと思ってございま

す。これはシリウスだけではなく、中央林間図書館、ポラリスでも同様

でございます。指定管理者によって、これまでできなかった企画や講座

をしていただいていることですとか、また、市の直営でホールなどを運

営した場合に、現在シリウスで行っている講演のようなことができるか

というと難しいと思います。そういった点で、指定管理としての最大の

メリットは、民間企業のノウハウだと思います。また、図書館の運営に

つきましても、図書館流通センターという会社が代表企業として入って

おりまして、全国的にも受託館も多いという中、トラブル事例や企画の

事例なども多く持っております。市にも司書の資格を持った職員はおり

ますが、長く図書館にいられることもなかったものですので、そういっ

た中では、なかなかノウハウが発揮できなかったということもありま

す。専門性の高い方がいらっしゃることからも指定管理は大変優位とい

うことがありまして、昨年、条例改正をして、基本的に図書館と生涯学

習センター各館は全て指定管理で運営していく方向性を定めさせていた

だきました。 

しかしながら、森園委員のおっしゃることは当然でございまして、市

がもう関与しないのかというと、そういうことでは全くなく、図書・学

び交流課は、この後も残ります。子ども読書推進ですとか、社会教育の

根幹となる行政ですとか、生涯学習の全体的な計画などを担っていくと

ころでございます。発注者としましても、実際にシリウスでも行ってい

ますが、綿密に指定管理者とは調整をしています。逆に、指定管理者で

も何かトラブルが起きたときには、勝手にやってくださいということで

はなく、一緒になって考えてよい方向にしようという形をとっており、

このシリウス以降、新しい指定管理のスタイルができたと思っていま

す。その中で、これからもそういった部分は市が関与しないということ

ではなくて、積極的に関与しながら進めていきたいと考えているところ

でございます。 

○森 園 

 委 員 

  市が指定管理者にお任せしたので関係ないということが決してないと

いうことを聞いて安心しましたが、現在、いろいろな指定管理者の施設

を利用させていただきますと、「指定管理だからそれはだめです。」と

か、「これはできません。」ということがございます。利用する場合

に、血の通った話し合いの中でものが成立するのが、市民のための施設

だと私は理解していますので、いかに市民が便利にその施設を利用でき

るかということは、大切なことだと思っております。その辺を伺いたく

て、質問いたしました。よろしくお願いいたします。 
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○青 蔭 

 委 員 

  この段階では、こういうことかもしれませんが、次回はなるべく公募

して、公明正大に行っていただきたいと思います。なるべく多くの見積

もりや応募者を見て、その中でお選びいただくという方法のほうがこれ

からはよいかと思います。やまとみらいについては、シリウスを見てみ

ますと、本の配架やレイアウトを見ていて、失礼ですけれども、行政の

方がやるよりはるかによいと思いますので、もちろんよいのですが、公

募することについてはお考えいただければと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○前 嶋 

 図書・学び 

 交流課長 

  シリウス以降、新しい建物として中央林間図書館、ポラリス、また、

既存館について、指定管理となります。ここで指定管理期間の終了時期

がそろいますと、次からは５年ごとの期間で公募ができる形となります

ので、公募というスタイルで進めさせていただきたいと思ってございま

す。 

○青 蔭 

 委 員 

  よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら、質疑を終了させていただきます。 

 これより議案第４７号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第４７号は可決いたしました。 

 ここで日程を変更し、議案を１件追加いたします。 

 日程第５（議案第４８号）「工事請負契約の締結について」を議題と

いたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  よろしくお願いいたします。 

 工事請負契約の締結について、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見の申し出に関し、ご審議いただきた

く、契約事務の日程の都合により、追加でご提案させていただくもので

ございます。 

 提案理由といたしましては、平成３０年度予算に計上しております市

立大野原小学校大規模復旧防音・改修工事を施工したい必要によるもの

でございます。 

 大野原小学校の大規模復旧防音・改修工事につきましては、老朽化し

た校舎をリニューアルするとともに、バリアフリーに配慮し、エレベー

ターやみんなのトイレの整備、照明設備のＬＥＤ化や屋上太陽光発電シ

ステムの設置などを実施するものでございます。 
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 以上の諸工事のうち、このたび電気設備工事につきまして、工事請負

契約を締結させていただくものでございます。 

 １ページ、１契約の方法につきましては、条件付一般競争入札。２契

約の相手方につきましては、大和市深見３９１９番地の８、橋本電気工

事株式会社、代表取締役橋本吉宣。３契約金額につきましては、１億

４，９６８万８，０００円。４工事場所につきましては、大和市上草柳

七丁目４番２６号、大和市立大野原小学校でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○小 松 

 委 員 

  今回は電気工事についてということですが、２ページ目に工事概要

が示されていますので、これからのことも考えながら申し上げさせて

いただきます。屋上に設置します太陽光発電については、その必要性

がどのくらいあるのか疑問に思っております。いかがでしょうか。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  主な使用目的といたしましては、２点ほど考えてございます。１点

目につきましては、電気を買うだけではなくて、太陽光を使って、電

力を賄うこと。２点目につきましては、環境学習として使っていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○小 松 

 委 員 

  １点目として、学校の電力を賄うということですが、実際にどれく

らいの電力が賄えているのかについては、出ておりますか。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  これまで市内の小中学校に太陽光発電の設備を１１校設置しており

ます。そのデータに基づきまして説明させていただきます。発電容量

は学校により違いがございますが、学校で使用した電気のうち、太陽

光発電による電力割合は、平均３．６２％の電気を賄っております。 

 以上でございます。 

○小 松 

 委 員 

  ３．６２％という結果がどのように受けとめていいのか困惑してお

ります。太陽光発電に関しましては、見直されているところがありま

す。一時期、全国的に設置していこうという流れの中で行ってきまし

たけれども、実際にどれくらいの電力が賄えるのか。そして、メンテ

ナンスにどのくらいの費用がかかっているのか。賄えている電気代と

メンテナンス代の状況が、賄えている電気代のほうが多いならばよい

と思うのですが、メンテナンス代に多額の費用がかかっているという

状況であるならば、太陽光発電を設置する意味があるのだろうかとい

うところを、もう一回考えていっていただきたいと思います。決して

安い設備ではないはずですので、それだけのお金をかける価値がある
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のかということは、精査していっていただきたいと思います。 

 また、２点目の環境学習については、実際に太陽光発電設備を設置

していなくても学習はできると思います。代わりになるものを模索し

ていけばよいと思います。 

流れとして、この学校に設置したから、次の学校にも設置しましょ

うということではなくて、先ほど申したように、賄えている電気代よ

りメンテナンス代のほうがかかってしまうのであればやめるべきだと

思います。メンテナンス代をかけてでも、設置する価値があるのであ

れば、設置していただいたほうがよいと思いますけれども、そういっ

たことを精査しながら進めていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石 川 

 委 員 

  私も同じような意見です。形だけ、格好だけ設置するというようで

あれば要らないと思います。設置するのであれば、少なくとも３分の

１の電力が賄えるようなシステムでないと意味がないと思います。子

どもたちに、太陽光で電気ができて、流れていると言っても、あまり

意味がないような気がします。メリットがあれば設置するけれど、な

ければ設置しないということは、はっきりさせたほうがよいかと思い

ます。 

 以上です。 

○森 園 

 委 員 

  １１校にこの設備が設置されているということですので、それを踏

まえた中で、大野原小学校にも設置するということだったのですけれ

ども、どのように寄与しているかとか、何かの学習に役に立ったとか

ございますでしょうか。逆に電力が、３．６％程度であるならば、か

かった費用のほうが高いのではないかと思います。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  先ほどご説明しました割合につきましては、平均値でして、天候の

状況にもよってしまいます。割合としましては、各校ばらつきがござ

いまして、割合が大きい学校ですと、９．１％位を賄っている学校も

ございます。 

 また、教育の教材として設置しているということについては、各校

で環境学習として取り組んでいるところだと思います。 

 以上でございます。 

○森 園 

 委 員 

  発電した電力は、例えば電気代が１，０００円でしたら３０円ぐら

いは賄えるという状況なのかと思います。その３０円と工事費の兼ね

合いについて一考したほうがよいのではないかと思います。 

 また、パネルを見ることなどが環境学習になるということについて

は、さまざまな考え方がありますので、設置する理由に挙げるという
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ことは少し適切ではないように思います。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委 員 

  資料に記載している内容で入札にかけているわけですから、今この

議論がされたからといって、太陽光発電システムを削ってもう一度入

札をかけるというのは、難しいことかと思います。しかしながら、総

合教育会議でも述べさせていただきましたが、これからまだ学校も新

築、あるいはメンテナンスをすることもあるでしょうから、検討して

いただきたいと思います。現在、太陽光につきましては、国が大きく

方向性を変えています。このようなことにも感度よく察知していただ

ければと思います。説明がありましたように学習をするのであれば、

パネルを観測して、晴天時の状況、曇天時の状況など、データをとっ

てみるなどしてみてはいかがでしょうか。大概扇風機が何回回ったと

いうことだけはなく、パネルに出た数字がどういうことなのかという

ことを、研究するような形にしたらいかがでしょうか。今回の工事内

容はすでに決まっていますので、今さら削ることはできないと思いま

すので、述べさせていただきました。 

○石 川 

 委 員 

  定例会で議論されるときには、設計が終わった内容が出てきます

が、例えば、設計変更が今からでも可能なのかどうかということをお

伺いしたいと思います。可能であれば、議論したようなことも考えて

いけるかもしれませんが、無理ということであれば、今後、このよう

な案件を議論するときには、設計変更が可能な時点である程度出して

いかないと、議論する意味がないのではないかという気がいたしま

す。その辺はいかがでしょうか。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  今回の議案に関しましては、電気設備についてでございますが、大

野原小学校の工事の全体としましては、建築ですとか給排水ですと

か、契約が複数重なっての工事となりますので、申し訳ございません

が、この段階での変更ということはできないと思います。 

 今後につきましては、また検討させていただきたいと思います。 

○石 川 

 委 員 

  そのような状況であれば、致し方がないというようには思います。

ただ、決まった段階で、このような形で出てきて、承認してください

ということであれば、少しおかしいかなという気がします。 

○柿 本 

 教育長 

  この太陽光発電につきましては、環境教育の一環ということもあり

まして、この大野原小学校だけではなくて、ほかに設置されている 

１１校でどのように使われているのかなど、そういったことにも振り

返って、トータル的に精査させていただきます。学校の中では、環境

教育はいろいろな形で取り組んでいまして、例えば給食の牛乳のパッ
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クも再利用できるように子どもたちが干しています。そういった中、

この太陽光発電はどのように位置づけられて教材として使われている

のか、そういったところから振り返らせていただいて、次回は課題と

して整理したものをご提示させていただきたいと思っております。 

○青 蔭 

 委 員 

  石川委員がおっしゃったように、次回は、基礎的な段階からご説明

いただきたいと思います。次回は設置する必要はないと考えていま

す。その分の予算で、花壇に何か植えるとか、ほかにお金を使ってあ

げたいと思います。今回は、教育長がおっしゃったように、せっかく

設置するのですから、これを教材として使うことを考えていただい

て、有効利用することを考えましょう。ぜひそういう方向に進めてい

ただいて、次回からは、設置しないことにしてもよいのではないかと

思います。 

○石 川 

 委 員 

  今後はそういうことを話し合って考えていくようにしていただきた

いと思います。余った電気を電力会社が買わないというような状況の

中で、例えば、蓄電システムというような災害時に使用する可能性も

あるというようなことになれば、また違うのかもしれません。その辺

までを考えて、学校の設備を整えるということであれば、可能でしょ

うけれども、そこまではできないというように、中途半端になってし

まうのであればやめたほうがよいという感じがします。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第４８号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 課題というところはいただきながら、異議なしということで、議案

第４８号は可決いたしました。 

   

◎その他 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、その他に入ります。 

 各課での報告事項について、順次報告をしてください。 

 「北部文化・スポーツ・子育てセンターに関する教育財産の取得と

用途の廃止について」。 

 前嶋図書・学び交流課長。 

○前 嶋 

 図書・学び 

  よろしくお願いいたします。 

１ページ、教育財産の取得でございます。大和市北部文化・スポー
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 交流課長 ツ・子育てセンター（市民交流拠点ポラリス）についてでございま

す。こちらの案件につきましては、昨年の５月定例会において、取得

の議決をいただいてございますが、当時はまだ工事契約が確定できて

おりませんでしたので、平成２９年５月時点で２６億円という契約額

でございました。こちらが確定いたしまして、２２億５，９９３万 

２４０円となりました。こちらの金額が確定したということで、ご報

告をさせていただくものでございます。 

 続きまして、２ページ、教育財産の用途の廃止でございます。ポラ

リスにつきまして、こちらも、昨年の７月定例会において、議決をい

ただいてございます。３ページに図面がございますが、道路の関係等

で面積等が少し変わって ございます。昨年７月の段階では    

２，２７７．８８平方メートルでございましたが、２，４４８．４９

平方メートルとなりました。また、評価額につきまして、昨年の７月

の段階では、５億４３８万６，４１２円でございましたが、面積が増

えたことから、全体で５億７，３６４万４，４７９円となりました。

こちらにつきましても面積及び評価額が確定できましたので、報告を

させていただくものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  質疑等ございますか。よろしいですか。 

 予定されている報告は、全て終了いたしました。 

 事務局よりほかに何かございますか。 

 委員の皆様から何かございますか。 

 特にないようでしたら、１２月の会議の日程をお知らせします。 

 １２月定例会は、１２月２６日火曜日、午前１０時からを予定して

おります。 

 

 

  

◎閉  会 

 

○柿 本 

 教育長 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、教育委員会１１月定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時３６分 

 

 


